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松前町手数料条例の一部を改正する条例

松前町手数料条例（平成１２年松前町条例第１１号）の一部を次のように改

正する。

別表の２９の項を次のように改める。

２９ 行政手続における特 １件につき ８００円

定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第

２７号）に関する個人番

号カードの再交付

別表の３７の項から４１の項までを次のように改める。

３７ 都市計画法（昭和４ １件につき ア 主として自己の居住の用に供する住

３年法律第１００号）第 宅の建築の用に供する目的で行う開発

２９条第２項の規定に基 行為の場合

づく開発行為の許可の申 次に掲げる開発区域の面積の区分に

請に対する審査 応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき １４０，０００円

（イ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき １９０，０００円

（ウ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ２４０，０００円

（エ） １０ヘクタール以上のとき

３３０，０００円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己

の業務の用に供するものの建築又は自

己の業務の用に供する特定工作物の建

設の用に供する目的で行う開発行為の

場合



次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき ２２０，０００円

（イ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき ２９０，０００円

（ウ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ３７０，０００円

（エ） １０ヘクタール以上のとき

５２０，０００円

ウ その他の場合

次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき ４２０，０００円

（イ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき ５５０，０００円

（ウ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ７１０，０００円

（エ） １０ヘクタール以上のとき

９４０，０００円

３８ 都市計画法第３５条 １件につき 当該申請１件につき、次に掲げる額を

の２第１項の規定に基づ 合算した金額（その金額が９４０，００

く開発行為の変更の許可 ０円を超えるときは、９４０，０００円）

の申請に対する審査 ア 主として自己の居住の用に供する住

宅の建築の用に供する目的で行う開発

行為に関する設計の変更の許可の申請

に係る審査（エに掲げるものを除く。）

次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） ０．１ヘクタール未満のとき

１，２００円

（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満のとき ２，６００



円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ

クタール未満のとき ４，９００

円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘクタ

ール未満のとき ９，６００円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき １４，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき １９，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ２４，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき

３３，０００円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己

の業務の用に供するものの建築又は自

己の業務の用に供する特定工作物の建

設の用に供する目的で行う開発行為に

関する設計の変更の許可の申請に係る

審査（オに掲げるものを除く。）

次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） ０．１ヘクタール未満のとき

１，７００円

（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満のとき ３，５００

円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ

クタール未満のとき ７，２００

円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘクタ

ール未満のとき １３，０００円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき ２２，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール



未満のとき ２９，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ３７，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき

５２，０００円

ウ その他の開発行為に関する設計の変

更の許可の申請に係る審査（カに掲げ

るものを除く。）

次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） ０．１ヘクタール未満のとき

９，６００円

（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満のとき １４，００

０円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ

クタール未満のとき ２１，００

０円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘクタ

ール未満のとき ２８，０００円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき ４２，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき ５５，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ７１，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき

９４，０００円

エ 主として自己の居住の用に供する住

宅の建築の用に供する目的で行う開発

行為に関する都市計画法第３０条第１

項第１号から第４号までに掲げる事項

の変更の許可の申請に係る審査（新た

な土地の開発区域への編入に係るもの

に限る。）



新たに編入される開発区域の面積

（以下この項において「編入面積」と

いう。）について、次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） ０．１ヘクタール未満のとき

１１，０００円

（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満のとき ２５，００

０円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ

クタール未満のとき ４８，００

０円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘクタ

ール未満のとき ９４，０００円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき １４０，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき １９０，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ２３０，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき

３３０，０００円

オ 主として住宅以外の建築物で自己の

業務の用に供するものの建築又は自己

の業務の用に供する特定工作物の建設

の用に供する目的で行う開発行為に関

する都市計画法第３０条第１項第１号

から第４号までに掲げる事項の変更の

許可の申請に係る審査（新たな土地の

開発区域への編入に係るものに限る。）

編入面積について、次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） ０．１ヘクタール未満のとき

１５，０００円

（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ



クタール未満のとき ３４，００

０円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ

クタール未満のとき ７１，００

０円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘクタ

ール未満のとき １３０，０００

円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき ２２０，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき ２９０，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ３６０，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき

５１０，０００円

カ その他の目的で行う開発行為に関す

る都市計画法第３０条第１項第１号か

ら第４号までに掲げる事項の変更の許

可の申請に係る審査（新たな土地の開

発区域への編入に係るものに限る。）

編入面積について、次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） ０．１ヘクタール未満のとき

９４，０００円

（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満のとき １４０，０

００円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ

クタール未満のとき ２１０，０

００円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘクタ

ール未満のとき ２８０，０００

円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール



未満のとき ４２０，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき ５５０，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ７１０，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき

９４０，０００円

キ その他の変更の許可の申請に係る審

査 １１，０００円

３９ 都市計画法第４１条 １件につき ５０，０００円

第２項ただし書（同法第

３５条の２第４項におい

て準用する場合を含む。）

の規定に基づく建築の許

可の申請に対する審査

４０ 都市計画法第４２条 １件につき ２９，０００円

第１項ただし書の規定に

基づく建築等の許可の申

請に対する審査

４１ 都市計画法第４５条 １件につき ア 承認申請をする者が行おうとする開

の規定に基づく開発許可 発行為が、主として自己の居住の用に

を受けた地位の承継の承 供する住宅の建築の用に供する目的で

認の申請に対する審査 行うものである場合 １，９００円

イ 承認申請をする者が行おうとする開

発行為が、主として、住宅以外の建築

物で自己の業務の用に供するものの建

築又は自己の業務の用に供する特定工

作物の建設の用に供する目的で行うも

のである場合 ２，９００円

ウ その他の場合 １９，０００円



別表の４３の項を次のように改める。

４３ 都市計画法施行規則 １件につき ４，７００円

（昭和４４年建設省令第

４９号）第６０条の規定

に基づく都市計画法の規

定に適合していることを

証する書面の交付

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



説明資料
松前町手数料条例の一部改正に係る新旧対照表

現 行 改 正 案

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事項 単位 金額 事項 単位 金額

１～２８ 略 略 略 １～２８ 略 略 略

２９ 行政手続 ２９ 行政手続 １件につき ８００円
における特定 における特定
の個人を識別 の個人を識別
するための番 するための番
号の利用等に 号の利用等に
関する法律 関する法律
（平成２５年 （平成２５年
法律第２７ 法律第２７
号）に関する 号）に関する
事項の カー 個人番号カー
ドの再交付 ドの再交付

（１） 通 知 １件につき ５００円
カードの
再交付

（２） 個人番 １件につき ８００円
号カード
の再交付

３０～３６ 略 略 略 ３０～３６ 略 略 略

３７ 都市計画 １件につき ア 主として自己の居住の用に供する住 ３７ 都市計画 １件につき ア 主として自己の居住の用に供する住
法（昭和４３ 宅の建築の用に供する目的で行う開発 法（昭和４３ 宅の建築の用に供する目的で行う開発
年法律第１０ 行為の場合 年法律第１０ 行為の場合

※ が改正部分
- 1 -



- 2 -

現 行 改 正 案

０号）第２９ 次に掲げる開発区域の面積の区分に ０号）第２９ 次に掲げる開発区域の面積の区分に
条第２項の規 応じ、それぞれ次に定める金額 条第２項の規 応じ、それぞれ次に定める金額
定に基づく開 （ア） １ヘクタール以上３ヘクタール 定に基づく開 （ア） １ヘクタール以上３ヘクタール
発行為の許可 未満のとき １４６，２００円 発行為の許可 未満のとき １４０，０００円
の申請に対す （イ） ３ヘクタール以上６ヘクタール の申請に対す （イ） ３ヘクタール以上６ヘクタール
る審査 未満のとき １９２，８００円 る審査 未満のとき １９０，０００円

（ウ） ６ヘクタール以上１０ヘクター （ウ） ６ヘクタール以上１０ヘクター
ル未満のとき ２３９，４００円 ル未満のとき ２４０，０００円

（エ） １０ヘクタール以上のとき （エ） １０ヘクタール以上のとき
３３５，２００円 ３３０，０００円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己 イ 主として、住宅以外の建築物で自己
の業務の用に供するものの建築又は自 の業務の用に供するものの建築又は自
己の業務の用に供する特定工作物の建 己の業務の用に供する特定工作物の建
設の用に供する目的で行う開発行為の 設の用に供する目的で行う開発行為の
場合 場合
次に掲げる開発区域の面積の区分に 次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 応じ、それぞれ次に定める金額
（ア） １ヘクタール以上３ヘクタール （ア） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき ２２０，８００円 未満のとき ２２０，０００円
（イ） ３ヘクタール以上６ヘクタール （イ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき ２９５，４００円 未満のとき ２９０，０００円
（ウ） ６ヘクタール以上１０ヘクター （ウ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ３７０，０００円 ル未満のとき ３７０，０００円
（エ） １０ヘクタール以上のとき （エ） １０ヘクタール以上のとき

５２１，８００円 ５２０，０００円
ウ その他の場合 ウ その他の場合

次に掲げる開発区域の面積の区分に 次に掲げる開発区域の面積の区分に
応じ、それぞれ次に定める金額 応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） １ヘクタール以上３ヘクタール （ア） １ヘクタール以上３ヘクタール
未満のとき ４２５，９００円 未満のとき ４２０，０００円

（イ） ３ヘクタール以上６ヘクタール （イ） ３ヘクタール以上６ヘクタール
未満のとき ５５６，５００円 未満のとき ５５０，０００円

（ウ） ６ヘクタール以上１０ヘクター （ウ） ６ヘクタール以上１０ヘクター
ル未満のとき ７１５，０００円 ル未満のとき ７１０，０００円

※ が改正部分



現 行 改 正 案

（エ） １０ヘクタール以上のとき （エ） １０ヘクタール以上のとき
９５０，７００円 ９４０，０００円

３８ 都市計画 １件につき 当該申請１件につき、次に掲げる額を ３８ 都市計画 １件につき 当該申請１件につき、次に掲げる額を
法第３５条の 合算した金額（その金額が９５０，７０ 法第３５条の 合算した金額（その金額が９４０，００
２第１項の規 ０円を超えるときは、９５０，７００ ２第１項の規 ０円を超えるときは、９４０，０００
定に基づく開 円） 定に基づく開 円）
発行為の変更 ア 主として自己の居住の用に供する住 発行為の変更 ア 主として自己の居住の用に供する住
の許可の申請 宅の建築の用に供する目的で行う開発 の許可の申請 宅の建築の用に供する目的で行う開発
に対する審査 行為に関する設計の変更の許可の申請 に対する審査 行為に関する設計の変更の許可の申請

に係る審査（エに掲げるものを除 に係る審査（エに掲げるものを除
く。） く。）
次に掲げる開発区域の面積の区分に 次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 応じ、それぞれ次に定める金額
（ア） ０．１ヘクタール未満のとき （ア） ０．１ヘクタール未満のとき

１，６００円 １，２００円
（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ （イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満のとき ３，０００ クタール未満のとき ２，６００
円 円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ （ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のとき ５，３００ クタール未満のとき ４，９００
円 円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク （エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク
タール未満のとき １０，００ タール未満のとき ９，６００円

０円
（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール （オ） １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のとき １４，６００円 未満のとき １４，０００円
（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール （カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のとき １９，３００円 未満のとき １９，０００円
（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター （キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のとき ２３，９００円 ル未満のとき ２４，０００円
（ク） １０ヘクタール以上のとき （ク） １０ヘクタール以上のとき

３３，５００円 ３３，０００円

※ が改正部分
- 3 -
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現 行 改 正 案

イ 主として、住宅以外の建築物で自己 イ 主として、住宅以外の建築物で自己
の業務の用に供するものの建築又は自 の業務の用に供するものの建築又は自
己の業務の用に供する特定工作物の建 己の業務の用に供する特定工作物の建
設の用に供する目的で行う開発行為に 設の用に供する目的で行う開発行為に
関する設計の変更の許可の申請に係る 関する設計の変更の許可の申請に係る
審査（オに掲げるものを除く。） 審査（オに掲げるものを除く。）
次に掲げる開発区域の面積の区分に 次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 応じ、それぞれ次に定める金額
（ア） ０．１ヘクタール未満のとき （ア） ０．１ヘクタール未満のとき

２，０００円 １，７００円
（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ （イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満のとき ３，９００ クタール未満のとき ３，５００
円 円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ （ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のとき ７，６００ クタール未満のとき ７，２００
円 円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク （エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク
タール未満のとき １３，７００ タール未満のとき １３，０００
円 円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール （オ） １ヘクタール以上３ヘクタール
未満のとき ２２，１００円 未満のとき ２２，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール （カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール
未満のとき ２９，５００円 未満のとき ２９，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター （キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター
ル未満のとき ３７，０００円 ル未満のとき ３７，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき （ク） １０ヘクタール以上のとき
５２，２００円 ５２，０００円

ウ その他の開発行為に関する設計の変 ウ その他の開発行為に関する設計の変
更の許可の申請に係る審査（カに掲げ 更の許可の申請に係る審査（カに掲げ
るものを除く。） るものを除く。）
次に掲げる開発区域の面積の区分に 次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 応じ、それぞれ次に定める金額
（ア） ０．１ヘクタール未満のとき （ア） ０．１ヘクタール未満のとき

１０，０００円 ９，６００円

※ が改正部分



現 行 改 正 案

（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ （イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ
クタール未満のとき １４，６０ クタール未満のとき １４，００
０円 ０円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ （ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のとき ２１，６０ クタール未満のとき ２１，００
０円 ０円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク （エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク
タール未満のとき ２８，６００ タール未満のとき ２８，０００
円 円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール （オ） １ヘクタール以上３ヘクタール
未満のとき ４２，６００円 未満のとき ４２，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール （カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール
未満のとき ５５，６００円 未満のとき ５５，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター （キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター
ル未満のとき ７１，５００円 ル未満のとき ７１，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき （ク） １０ヘクタール以上のとき
９５，１００円 ９４，０００円

エ 主として自己の居住の用に供する住 エ 主として自己の居住の用に供する住
宅の建築の用に供する目的で行う開発 宅の建築の用に供する目的で行う開発
行為に関する都市計画法第３０条第１ 行為に関する都市計画法第３０条第１
項第１号から第４号までに掲げる事項 項第１号から第４号までに掲げる事項
の変更の許可の申請に係る審査（新た の変更の許可の申請に係る審査（新た
な土地の開発区域への編入に係るもの な土地の開発区域への編入に係るもの
に限る。） に限る。）
新たに編入される開発区域の面積 新たに編入される開発区域の面積

（以下この項において「編入面積」と （以下この項において「編入面積」と
いう。）について、次に掲げる区分に いう。）について、次に掲げる区分に
応じ、それぞれ次に定める金額 応じ、それぞれ次に定める金額

（ア） ０．１ヘクタール未満のとき （ア） ０．１ヘクタール未満のとき
１３，０００円 １１，０００円

（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ （イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ
クタール未満のとき ２７，００ クタール未満のとき ２５，００
０円 ０円

※ が改正部分
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現 行 改 正 案

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ （ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のとき ５０，３０ クタール未満のとき ４８，００
０円 ０円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク （エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク
タール未満のとき ９７，０００ タール未満のとき ９４，０００
円 円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール （オ） １ヘクタール以上３ヘクタール
未満のとき １４３，６００円 未満のとき １４０，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール （カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール
未満のとき １９０，２００円 未満のとき １９０，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター （キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター
ル未満のとき ２３６，８００円 ル未満のとき ２３０，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき （ク） １０ヘクタール以上のとき
３３０，１００円 ３３０，０００円

オ 主として住宅以外の建築物で自己の オ 主として住宅以外の建築物で自己の
業務の用に供するものの建築又は自己 業務の用に供するものの建築又は自己
の業務の用に供する特定工作物の建設 の業務の用に供する特定工作物の建設
の用に供する目的で行う開発行為に関 の用に供する目的で行う開発行為に関
する都市計画法第３０条第１項第１号 する都市計画法第３０条第１項第１号
から第４号までに掲げる事項の変更の から第４号までに掲げる事項の変更の
許可の申請に係る審査（新たな土地の 許可の申請に係る審査（新たな土地の
開発区域への編入に係るものに限 開発区域への編入に係るものに限
る。） る。）
編入面積について、次に掲げる区分 編入面積について、次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金額 に応じ、それぞれ次に定める金額
（ア） ０．１ヘクタール未満のとき （ア） ０．１ヘクタール未満のとき

１７，７００円 １５，０００円
（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ （イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満のとき ３６，３０ クタール未満のとき ３４，００
０円 ０円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ （ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のとき ７３，６０ クタール未満のとき ７１，００
０円 ０円

※ が改正部分



現 行 改 正 案

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク （エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク
タール未満のとき １３４，３０ タール未満のとき １３０，００
０円 ０円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール （オ） １ヘクタール以上３ヘクタール
未満のとき ２１８，２００円 未満のとき ２２０，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール （カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール
未満のとき ２９２，８００円 未満のとき ２９０，０００円

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター （キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター
ル未満のとき ３６７，４００円 ル未満のとき ３６０，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき （ク） １０ヘクタール以上のとき
５１６，６００円 ５１０，０００円

カ その他の目的で行う開発行為に関す カ その他の目的で行う開発行為に関す
る都市計画法第３０条第１項第１号か る都市計画法第３０条第１項第１号か
ら第４号までに掲げる事項の変更の許 ら第４号までに掲げる事項の変更の許
可の申請に係る審査（新たな土地の開 可の申請に係る審査（新たな土地の開
発区域への編入に係るものに限る。） 発区域への編入に係るものに限る。）
編入面積について、次に掲げる区分 編入面積について、次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金額 に応じ、それぞれ次に定める金額
（ア） ０．１ヘクタール未満のとき （ア） ０．１ヘクタール未満のとき

９７，０００円 ９４，０００円
（イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ （イ） ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満のとき １４３，６ クタール未満のとき １４０，０
００円 ００円

（ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ （ウ） ０．３ヘクタール以上０．６ヘ
クタール未満のとき ２１３，５ クタール未満のとき ２１０，０
００円 ００円

（エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク （エ） ０．６ヘクタール以上１ヘク
タール未満のとき ２８３，５０ タール未満のとき ２８０，００
０円 ０円

（オ） １ヘクタール以上３ヘクタール （オ） １ヘクタール以上３ヘクタール
未満のとき ４２３，３００円 未満のとき ４２０，０００円

（カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール （カ） ３ヘクタール以上６ヘクタール
未満のとき ５５３，９００円 未満のとき ５５０，０００円

※ が改正部分
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現 行 改 正 案

（キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター （キ） ６ヘクタール以上１０ヘクター
ル未満のとき ７１２，４００円 ル未満のとき ７１０，０００円

（ク） １０ヘクタール以上のとき （ク） １０ヘクタール以上のとき
９４５，６００円 ９４０，０００円

キ その他の変更の許可の申請に係る審 キ その他の変更の許可の申請に係る審
査 １１，９００円 査 １１，０００円

３９ 都市計画 １件につき ５２，７００円 ３９ 都市計画 １件につき ５０，０００円
法第４１条第 法第４１条第
２項ただし書 ２項ただし書
（同法第３５ （同法第３５
条の２第４項 条の２第４項
において準用 において準用
する場合を含 する場合を含
む。）の規定 む。）の規定
に基づく建築 に基づく建築
の許可の申請 の許可の申請
に対する審査 に対する審査

４０ 都市計画 １件につき ３１，７００円 ４０ 都市計画 １件につき ２９，０００円
法第４２条第 法第４２条第
１項ただし書 １項ただし書
の規定に基づ の規定に基づ
く建築等の許 く建築等の許
可の申請に対 可の申請に対
する審査 する審査

４１ 都市計画 １件につき ア 承認申請をする者が行おうとする開 ４１ 都市計画 １件につき ア 承認申請をする者が行おうとする開
法第４５条の 発行為が、主として自己の居住の用に 法第４５条の 発行為が、主として自己の居住の用に
規定に基づく 供する住宅の建築の用に供する目的で 規定に基づく 供する住宅の建築の用に供する目的で
開発許可を受 行うものである場合 １，９００円 開発許可を受 行うものである場合 １，９００円
けた地位の承 イ 承認申請をする者が行おうとする開 けた地位の承 イ 承認申請をする者が行おうとする開
継の承認の申 発行為が、主として、住宅以外の建築 継の承認の申 発行為が、主として、住宅以外の建築

※ が改正部分



現 行 改 正 案

請に対する審 物で自己の業務の用に供するものの建 請に対する審 物で自己の業務の用に供するものの建
査 築又は自己の業務の用に供する特定工 査 築又は自己の業務の用に供する特定工

作物の建設の用に供する目的で行うも 作物の建設の用に供する目的で行うも
のである場合 ２，９００円 のである場合 ２，９００円

ウ その他の場合 １８，７００円 ウ その他の場合 １９，０００円

４２ 略 略 略 ４２ 略 略 略

４３ 都市計画 １件につき ４，６６０円 ４３ 都市計画 １件につき ４，７００円
法施行規則 法施行規則
（昭和４４年 （昭和４４年
建設省令第４ 建設省令第４
９号）第６０ ９号）第６０
条の規定に基 条の規定に基
づく都市計画 づく都市計画
法の規定に適 法の規定に適
合しているこ 合しているこ
とを証する書 とを証する書
面の交付 面の交付

４４～４５ 略 略 略 ４４～４５ 略 略 略

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

① 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）の公布に伴い、行政手続における特定の個人を識別

説 するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の一部改正によって、通知カードの廃止及び通知カードに係る手続等の
廃止が行われたため、条例の一部を改正しようとするものです。

明 ② 平成２３年４月１日から都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の規定に基づく開発行為の許可等に関する事務が北海道から権限移譲
され、北海道に準じて同額で設定している手数料について、北海道において令和２年４月１日からコストに応じた適切な手数料とするよう
北海道建設部手数料条例が改正されたため、道条例に準じて手数料が同額になるよう、条例の一部を改正しようとするものです。

※ が改正部分
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